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金融庁：「企業内容等の開示に関する内
閣府令」等の改正案に対するパブリック
コメントの結果等について

『会計情報』編集部

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」
（以下「開示府令」）等の改正案に関する意見募集を
行い、2023年1月31日（火）に結果を公表した。
2022年6月に公表された金融審議会ディスクロー
ジャーワーキング・グループ報告において、「サス
テナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コー
ポレートガバナンスに関する開示」などに関して、
制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏ま
え、有価証券報告書及び有価証券届出書（以下「有
価証券報告書等」）の以下の記載事項が改正されて
いる。
1.ﾠ主な改正内容
【1】 サステナビリティに関する企業の取組みの

開示
　　（1） サステナビリティ全般に関する開示
　　①　 サステナビリティ情報の「記載欄」の新

設（開示府令第二号様式「第二部 第2
【事業の状況】」及び同様式記載上の注意
「（30-2）サステナビリティに関する考
え方及び取組」等）

　　②　 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他
の公表書類の参照（企業内容等の開示に
関する留意事項について（以下「開示ガ
イドライン」）

　　（2）  人的資本、多様性に関する開示（開示府令
第二号様式 記載上の注意「（29）従業員の
状況」、「（30-2）サステナビリティに関す
る考え方及び取組」及び開示ガイドライ
ン）

　　（3）  サステナビリティ情報の開示における考え

方及び望ましい開示に向けた取組み（「記
述情報の開示に関する原則」） 

【2】 コーポレートガバナンスに関する開示（第
二号様式 記載上の注意「（54）コーポレー
ト・ガバナンスの概要」、「（56）監査の状
況」及び「（58）株式の保有状況」等）

【3】その他
　　 　EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な
措置として代替方法による開示書類の提出を
認めるため、「開示用電子情報処理組織によ
る手続の特例等に関する内閣府令」の改正を
行うとされている。

2.ﾠ公布・施行日等
本改正に係る内閣府令は、2023年1月31日付

で公布・施行されている。
なお、改正後の開示府令等の規定は、2023年

3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券
報告書等から適用され、本改正に伴うガイドライ
ンは2023年1月31日より適用される。加えて、
記述情報の開示に関する原則が公表されている。

詳細については以下のウェブページを参照いただ
きたい。
　「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部
改正（案）に対するパブリックコメントの結果等の
公表について：金融庁（fsa.go.jp）

以　上
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https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html

